
本調査の目的は，特定行為に係る看護師の業務につい

て，徳島県内の看護管理者と病院長がどのように考えて

いるか，実態を明らかにすることである。調査対象は，

徳島県内の全病院（１１３病院）の看護管理者および病院

長であり，平成２７年２月～３月に郵送による質問紙調査

を行った。得られた結果の量的データは記述統計処理を

行い，自由記載は内容を整理した。看護管理者４６名（４１％），

病院長３８名（３４％）から回答を得た。「特定行為を行う」

の回答が多かったのは，看護管理者と病院長は共に「臨

時薬剤の投与（抗不安薬，抗精神病薬，抗けいれん剤）」

であり，病床規模別においても同様の結果であった。地

域の特性として回答施設の５４％が２０～１００床未満の病院

であることから侵襲度の高い医療処置は「該当しない」

という回答が多かった。看護管理者と病院長の意見の差

異，看護師の人材確保，事故の際の対応策，教育カリキュ

ラムなどの課題があると考えられた。

１．はじめに

疾病構造の変化や超高齢社会からさまざまな年代に適

切な医療を提供する必要がある。また，医療の高度化に

伴い，医療業務の専門化，細分化が進んでいる。このよ

うな社会情勢の中で看護師に望まれる業務領域が広がり，

求められる専門性の度合いが高くなっている。

看護師の業務・役割拡大については，平成２６年６月に

成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律」により

特定行為に係る看護師の研修制度が法制化され，平成２７

年１０月の施行に向け，医道審議会において特定行為の内

容，研修内容などについて検討されたところである１）。

平成２５年１１月時点で，特定看護師の看護教育を行って

いるのは７つの大学院であり２），大学院終了後には「特

定行為を行う看護師」として活動を始めている３，４）。し

かし，特定行為という看護師業務の拡大について，さま

ざまな分野で賛否両論があり，特定看護師制度の実施に

あたり，どのような人材を，どのように育成するかが重

要となってきている。

そこで本調査では，徳島県内の看護管理者と病院長が

特定行為に係る看護師の業務についてどのように考えて

いるのか，その実態を明らかにすることを目的として調

査を行った。

２．方 法

１）調査対象者と方法

徳島県内の全ての病院（総数１１３病院）の看護管理者

および病院長を対象とし，郵送による質問紙調査を行っ

た。調査期間は平成２７年２月～３月であった。

２）調査内容

特定行為に関するアンケート（看護管理者及び病院長用）

看護管理者と病院長に，病院の概要として，病床数，

保有診療科目，総看護師・准看護師数，総常勤医師，非

常勤医師数，入院看護体制等を調査した。さらに，特定

行為３８項目に看護師が係ることに対する看護管理者の意

識を「特定行為を行う」「特定行為を行わない」「わから

原 著

徳島県内の看護職員高度人材育成研修推進事業における特定行為に係る実
態調査

安 原 由 子１），飯 藤 大 和１），桑 村 由 美１），梅 田 弥 生２），浦 西 由 美２），
谷 岡 哲 也１），近 藤 和 也１），岸 田 佐 智１），苛 原 稔１）

１）徳島大学大学院医歯薬学研究部看護学講座
２）徳島県保健福祉部医療政策課

（平成２７年６月１０日受付）（平成２７年６月１２日受理）

四国医誌 ７１巻３，４号 ５９～７０ AUGUST２５，２０１５（平２７） ５９

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Tokushima University Institutional Repository

https://core.ac.uk/display/197207649?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


 

1 2  

3 4  

5 NPPV 6

 

7 8  

9 10

 

11 PCPS  

12  

13  

14 15  

16  

17 18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25 K Cl Na  

26  

27 28  

29  

30 31 PICC  

32 33  

34 35  

36  

37 38  

ない」「該当しない」の４つの選択肢で回答を得た（図

１）。看護師特定行為についての要望や導入にあたって

の意見と指定研修制度の内容や期間・体制などの要望に

ついては，自由記述とした。

図１．設問の概要
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３）分析方法

回収したアンケート結果の回答者の概要（施設数，看

護師・医師数，診療科等）について記述統計を行った。

また，特定行為３８項目に看護師が係ることに対してどの

ように考えているか，４つの選択肢の回答について看護

管理者と病院長の違い，病床数ごとの違いを検討した。

さらに，自由記載の記述内容をまとめた。

４）倫理的配慮

本研究の趣旨と内容，倫理的配慮について，文章で説

明し，アンケートの回答をもって研究に同意したものと

した。また，調査の内容は施設や個人が特定されないよ

うに十分に配慮した。本調査は徳島大学病院臨床研究倫

理審査委員会にて承認を得た（申請番号２１８０）。

３．結 果

徳島県下の１１３病院に依頼し，４６病院（回数率４０．７％）

より協力を得た。

１）施設の概要

回答者が所属する施設の概要：看護管理者（表１），

病院長（表２）別回答と病棟体制：看護管理者回答（表

３）を記載した。

２）特定行為に看護師が係ることに対する看護管理者，

病院長別の意識（表４）

看護管理者

看護管理者４６名（回答率４１％）から回答を得た。

「特定行為を行う」が最も多かったのは「３４：臨時薬

剤（抗不安薬）の投与」２０名（４３％），次いで「３３：臨

時薬剤（抗精神病薬）の投与」１８名（３９％），「３２：臨時

表１．施設の概要（看護管理者）

施設数 （％）

総病床数 ２０～１００床未満
１００～２００床未満
２００～３００床未満
３００床以上

２５
８
７
６

５４
１８９
１５
１３

保有する診療科
（複数回答）

内科系
外科系
感覚・皮膚・運動機能科
脳・神経・精神科
小児・産婦人科
放射線科
歯科

４３
２７
１８
１９
１１
１６
７

９３
５９
３９
４１
２４
３５
１５

合計 ４６ １００

看護師総数 准看護師総数

看護師・准看護
師の総数

最小値
最大値
平均値
中央値

２
７２５
８３
３４

１
５６
１５
１１

表３．病棟体制

N＝４６

最小値 最大値 平均値 中央値

一般病棟 患者数
看護職員数

１８
１０

３９５
３４５

９０
６１

５２
２８

回復期リハビリ
テーション病棟

患者数
看護職員数

２４
８

９２
４４

４０
１９

３０
１５

地域包括ケア病棟 患者数
看護職員数

１０
４

５１
２１

３０
１６

３０
２０

療養病棟 患者数
看護職員数

７
８

１７０
８３

５７
２０

４８
１５

結核病棟 患者数
看護職員数

５
０

８
０

７
※

７
※

精神病棟 患者数
看護職員数

６０
３３

３５８
９８

２０２
７１

２１０
７０

障害者施設 患者数
看護職員数

７５
２５

１５３
１０３

１１３
６１

１１２
４７

その他 患者数
看護職員数

７
２

３０
４４

１６
１７

１２
４

※一般病棟の看護職員数を含む施設が１件

表２．施設の概要（病院長）

施設数 （％）

総病床数 ２０～１００床未満
１００～２００床未満
２００～３００床未満
３００床以上

２３
５
５
５

６１
１３
１３
１３

保有する診療科
（複数回答）

内科系
外科系
感覚・皮膚・運動機能科
脳・神経・精神科
小児・産婦人科
放射線科
歯科

３５
２２
１６
１５
９
１１
４

９２
５８
４２
３９
２４
２９
１１

合計 ３８ １００

常勤医総数 非常勤医総数

常勤医・非常勤
医の総数

最小値
最大値
平均値
中央値

１
１３７
１３
５

０
４０
９
６
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表４．特定行為に看護師が係ることに対する意識調査：看護管理者と病院長の意見

看護管理者の意見：割合％
（分母は全４６施設）

病院長の意見：割合％
（分母は全３８施設）

質問
番号

項目
特定行
為を行
う

特定行
為を行
わない

わから
ない

該当し
ない

特定行
為を行
う

特定行
為を行
わない

わから
ない

該当し
ない

１ 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 １５％ ２４％ ３３％ ２６％ ３７％ ３２％ ２１％ １１％

２ 人工呼吸器モードの設定条件の変更 １５％ ２４％ ２４％ ３５％ ３４％ １８％ １１％ ３７％

３ 人工呼吸管理下の鎮静管理 １３％ ２６％ ２４％ ３５％ ３２％ １８％ １３％ ３７％

４ 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ９％ ２８％ ２４％ ３９％ ２１％ ２９％ １３％ ３７％

５ NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更 １３％ ２６％ ２４％ ３５％ ３２％ ２１％ １１％ ３７％

６ 気管カニューレの交換 １１％ ４１％ ２２％ ２６％ ２９％ ３７％ １１％ ２４％

７ 直接動脈穿刺による採血 １１％ ４８％ １７％ ２２％ ２６％ ４５％ １１％ １８％

８ 橈骨動脈ラインの確保 ０％ ５４％ １３％ ３０％ ８％ ５０％ １３％ ２９％

９ 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 ０％ ３３％ ９％ ５４％ ５％ ３４％ ５％ ５５％

１０ 「一時的ペースメーカーリード」の抜去 ０％ ３０％ ９％ ５７％ ３％ ３２％ ８％ ５８％

１１ PCPS（経皮的心肺補助）等補助循環の操作・管理 ０％ ２４％ ７％ ６５％ ０％ ３２％ ８％ ６１％

１２ 大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整 ０％ ２４％ ７％ ６５％ ０％ ３２％ ８％ ６１％

１３ 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の確保 ２％ １５％ １３％ ６３％ ８％ ２６％ ８％ ５８％

１４ 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） ９％ ２８％ １５％ ４３％ ２６％ ２６％ ８％ ３９％

１５ 胸腔ドレーン抜去 ２％ ３５％ １７％ ４１％ １８％ ３２％ １１％ ３９％

１６ 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 １３％ ２２％ １５％ ４６％ ２９％ ２１％ ８％ ４２％

１７ 心嚢ドレーン抜去 ０％ ２４％ ９％ ６３％ ５％ ２９％ １１％ ５５％

１８ 創部ドレーン抜去 １１％ ２８％ ２６％ ３５％ ２９％ ３７％ １３％ ２１％

１９ 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与，投与量の調整 ４％ ３０％ ２２％ ４３％ ２１％ ３４％ １１％ ３４％

２０ 褥瘡・慢性創傷における血流のない壊死組織の除去 ２６％ ３３％ ３３％ ９％ ３９％ ３２％ １８％ １１％

２１ 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 １３％ ２２％ ２２％ ４３％ ２１％ ２６％ １８％ ３４％

２２ 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 ２４％ ２８％ ３５％ １１％ ４７％ ３２％ １１％ １１％

２３ 持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 ２４％ ２６％ ２８％ ２２％ ４７％ ２９％ ８％ １６％

２４ 持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 ２６％ ３０％ ２８％ １５％ ４７％ ２９％ １６％ ８％

２５ 持続点滴投与中薬剤（K，Cl，Na）の病態に応じた調整 １３％ ３７％ ３５％ １３％ ３４％ ３９％ １３％ １３％

２６ 持続点滴投与中薬剤（糖質輸液，電解質輸液）の病態に応じた調整 ２２％ ３５％ ３０％ １３％ ３９％ ３４％ １６％ １１％

２７ 病態に応じたインスリン投与量の調整 ２０％ ３７％ ３３％ １１％ ４５％ ２９％ １３％ １３％

２８ 脱水の程度と判断と輸液による補正 ３０％ ２８％ ３０％ ９％ ４２％ ３２％ ２１％ ５％

２９ 持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 ２２％ ３３％ ３３％ １１％ ４２％ ３４％ １８％ ５％

３０ 中心静脈カテーテルの抜去 ２０％ ３３％ ２４％ ２０％ ４２％ ３４％ ８％ １６％

３１ PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 ４％ ３５％ １３％ ４３％ １３％ ３７％ １１％ ３７％

３２ 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 ３５％ ２６％ ２４％ １１％ ５３％ ２４％ １１％ １１％

３３ 臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 ３９％ ２０％ ２６％ １１％ ５５％ ２４％ １３％ ８％

３４ 臨時薬剤（抗不安薬）の投与 ４３％ １５％ ２６％ １１％ ５５％ ２４％ １３％ ８％

３５ 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 ３０％ ２４％ ３５％ ７％ ４２％ ３４％ １８％ ５％

３６ 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施 １７％ ３３％ １７％ ２６％ ２６％ ３２％ １１％ ３２％

３７ 胃ろう・腸ろうチューブ，胃ろうボタンの交換 ９％ ４６％ ２２％ ２０％ ２９％ ３７％ １６％ １８％

３８ 膀胱ろうカテーテルの交換 １１％ ４６％ １５％ ２２％ ３４％ ３２％ １１％ ２４％
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薬剤（抗けいれん剤）の投与」１６名（３５％）の順であっ

た。

一方，「特定行為を行わない」が最も多かった項目は

「８：橈骨動脈ラインの確保」２５名（５４％），次いで

「７：直接動脈穿刺による採血」２２名（４８％），「３７：胃

ろう・腸ろうチューブ，胃ろうボタンの交換」「３８：膀

胱ろうカテーテルの交換」２１名（４６％）であった。

「わからない」が最も多かったのは，「２２：持続点滴

投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整」「２５：持続

点滴投与注薬剤（K，Cl，Na）の病態に応じた調整」

「３５：臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与」１６名（３５％）

であった。

「該当しない」が最も多かったのは，「１１：PCPS（経

皮的心肺補助）等補助循環の操作・管理」「１２：大動脈

内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整」３０

名（６５％），次いで「１３：急性血液浄化に係る透析・透

析濾過装置の操作・管理」「１７：心嚢ドレーン抜去」２９

名（６３％）であった。

病院長

病院長３８名（回答率３４％）から回答を得た。

「特定行為を行う」が最も多かったのは「３３：臨時薬

剤（抗精神病薬）の投与」，「３４：臨時薬剤（抗不安薬）

の投与」でともに２１名（５５％）であった。次いで「３２：臨

時薬剤（抗けいれん剤）の投与」２０名（５３％）であった。

一方，「特定行為を行わない」が最も多かったのは

「８：橈骨動脈ラインの確保」１９名（５０％），次いで

「７：直接動脈穿刺による採血」１７名（４５％），「２５：持

続点滴投与注薬剤（K，Cl，Na）の病態に応じた調整」

１５名（４０％）であった。

「わからない」が最も多かったのは「１：経口・経鼻

気管挿管チューブの位置調整」「２８：脱水の程度の判断

と輸液による補正」８名（２１％）であった。

「該当しない」は，「１１：PCPS（経皮的心肺補助）等

補助循環の操作・管理」「１２：大動脈内バルーンパンピ

ング離脱のための補助頻度の調整」２３名（６０％），次い

で「１０：一次的ペースメーカーリード抜去」「１３：急性

血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作・管理」２２名

（５８％）であった。

３）看護師が特定行為に係ることに対する病床規模別の

結果

看護管理者が「特定行為を行う」に３０％以上回答した

項目は，２０～１００床未満の群では「３４：臨時薬剤（抗不

安薬）の投与（４８％）」「３３：臨時薬剤（抗精神病薬）の

投与（４４％）」「３２：臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与

（４０％）」「３５：臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与

（３６％）」の順で４項目であった。

１００床以上の群では「２８：脱水の程度と判断と輸液に

よる補正（３８％）」「３４：臨時薬剤（抗不安薬）の投与

（３８％）」「３３：臨時薬剤（抗精神病薬）の投与（３３％）」

の順で３項目であった。

２０～１００床未満の群で，「特定行為を行わない」に３０％

以上回答した項目は２１項目で「８：橈骨動脈ラインの確

保（６４％）」「３７：胃ろう・腸ろうチューブ，胃ろうボタ

ンの交換（５６％）」「７：直接動脈穿刺による採血（５２％）」

の順であった。

１００床以上の群で，「特定行為を行わない」に３０％以上

回答した項目は１１項目で「３８：膀胱ろうカテーテルの交

換（４３％）」「７：直接動脈穿刺による採血（３８％）」「８：橈

骨動脈ラインの確保（３８％）」の順であった（表５）。

病院長が「特定行為を行う」に３０％以上回答した項目

は，２０～１００床未満の群では２５項目であり「３２：臨時薬

剤（抗けいれん剤）の投与（５７％）」「３３：臨時薬剤（抗

精神病薬）の投与（５７％）」「３４：臨時薬剤（抗不安薬）

の投与（５７％）」「２４：持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の

病態に応じた調整（５２％）」「３０：中心静脈カテーテルの

抜去（５２％）」の順で多かった。

１００床以上の群は１３項目であり，「２３：持続点滴投与中

薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整（５３％）」「３３：臨

時薬剤（抗精神病薬）の投与（５３％）」「３４：臨時薬剤（抗

不安薬）の投与（５３％）」「２２：持続点滴投与中薬剤（降

圧剤）の病態に応じた調整（４７％）」「２７：病態に応じた

インスリン投与量の調整（４７％）」「２９：持続点滴投与中

薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整（４７％）」

「３２：臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与（４７％）」の順

であった。

２０～１００床未満の群で「特定行為を行わない」に３０％

以上回答した項目は２６項目であり「８：橈骨動脈ライン

の確保（４８％）」「７：直接動脈穿刺による採血（４３％）」

「１８：創部ドレーン交換（４３％）」「３７：胃ろう・腸ろう

チューブ，胃ろうボタンの交換（４３％）」の順であった。

１００床以上の群で「特定行為を行わない」に３０％以上

回答した項目は１９項目であり「８：橈骨動脈ラインの確

保（５３％）」「６：気管カニューレの交換（４７％）」「７：直

接動脈穿刺による採血（４７％）」の順であった（表６）。

看護職員の特定行為に係る調査 ６３



表５．特定行為に看護師が係ることに対する病床別結果【看護管理者】

病床群
総病床数２０～１００床未満 総病床数１００床以上

割合％（分母は２５施設） 割合％（分母は２１施設）

質問
番号

項目
特定行
為を行
う

特定行
為を行
わない

わから
ない

該当し
ない

特定行
為を行
う

特定行
為を行
わない

わから
ない

該当し
ない

１ 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 ２０％ ２４％ ２０％ ３２％ １０％ ２４％ ３３％ ５％

２ 人工呼吸器モードの設定条件の変更 １２％ ２４％ １６％ ４４％ １９％ ２４％ ２４％ １０％

３ 人工呼吸管理下の鎮静管理 ２０％ ２０％ １２％ ４４％ ５％ ３３％ ２９％ １０％

４ 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ４％ ３２％ １２％ ５２％ １４％ ２４％ ２４％ １０％

５ NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更 ８％ ２８％ １６％ ４４％ １９％ ２４％ ２４％ １０％

６ 気管カニューレの交換 １２％ ４８％ １２％ ２８％ １０％ ３３％ ２４％ １０％

７ 直接動脈穿刺による採血 １６％ ５２％ ４％ ２４％ ５％ ３８％ ２４％ ５％

８ 橈骨動脈ラインの確保 ０％ ６４％ ０％ ３２％ ０％ ３８％ １９％ １４％

９ 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 ０％ ３２％ ０％ ６４％ ０％ ２９％ １０％ ２９％

１０ 「一時的ペースメーカーリード」の抜去 ０％ ３２％ ０％ ６４％ ０％ ２４％ １０％ ３３％

１１ PCPS（経皮的心肺補助）等補助循環の操作・管理 ０％ ２０％ ０％ ７６％ ０％ １９％ １０％ ３８％

１２ 大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整 ０％ ２０％ ０％ ７６％ ０％ １９％ １０％ ３８％

１３ 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の確保 ４％ １６％ ０％ ７６％ ０％ １０％ １９％ ３３％

１４ 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） １２％ ２４％ ４％ ５６％ ５％ ２９％ １９％ １４％

１５ 胸腔ドレーン抜去 ０％ ３６％ ８％ ５２％ ５％ ２９％ １９％ １４％

１６ 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 １６％ １６％ ４％ ６０％ １０％ ２９％ １９％ １４％

１７ 心嚢ドレーン抜去 ０％ ２０％ ０％ ７６％ ０％ ２４％ １０％ ３３％

１８ 創部ドレーン抜去 １２％ ２８％ ２０％ ４０％ １０％ ２４％ ２４％ １４％

１９ 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与，投与量の調整 ４％ ２８％ １６％ ５２％ ５％ ３３％ １９％ １９％

２０ 褥瘡・慢性創傷における血流のない壊死組織の除去 ２８％ ３６％ ２４％ １２％ ２４％ ２９％ ２４％ ０％

２１ 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 ８％ ３２％ １２％ ４８％ １９％ １０％ ２４％ ２９％

２２ 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 ２４％ ３２％ ２０％ ２０％ ２４％ ２４％ ２９％ ０％

２３ 持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 ２８％ ３２％ １６％ ２４％ １９％ １９％ ２４％ １４％

２４ 持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 ２８％ ３２％ １６％ ２４％ ２４％ ２９％ ２４％ ５％

２５ 持続点滴投与中薬剤（K，Cl，Na）の病態に応じた調整 １６％ ４０％ ２０％ ２０％ １０％ ３３％ ２４％ ５％

２６ 持続点滴投与中薬剤（糖質輸液，電解質輸液）の病態に応じた調整 ２４％ ３６％ ２０％ ２０％ １９％ ３３％ ２４％ ５％

２７ 病態に応じたインスリン投与量の調整 ２４％ ４０％ ２０％ １６％ １４％ ３３％ ２９％ ５％

２８ 脱水の程度と判断と輸液による補正 ２４％ ３６％ ２４％ １２％ ３８％ １９％ ２９％ ０％

２９ 持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 ２０％ ３６％ ２４％ １６％ ２４％ ２９％ ２９％ ０％

３０ 中心静脈カテーテルの抜去 ２８％ ２８％ １６％ ２４％ １０％ ３３％ ２４％ ０％

３１ PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 ４％ ４４％ ０％ ４８％ ５％ １９％ １９％ ２４％

３２ 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 ４０％ ２８％ １２％ １６％ ２９％ １９％ ２４％ ５％

３３ 臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 ４４％ １６％ ２０％ １６％ ３３％ １９％ １９％ ５％

３４ 臨時薬剤（抗不安薬）の投与 ４８％ １２％ ２０％ １６％ ３８％ １９％ １９％ ５％

３５ 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 ３６％ ２０％ ２８％ １２％ ２４％ ２９％ ２９％ ０％

３６ 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施 ２０％ ３６％ ８％ ３２％ １４％ ２９％ ２４％ ５％

３７ 胃ろう・腸ろうチューブ，胃ろうボタンの交換 ４％ ５６％ １６％ ２０％ １４％ ３３％ １９％ ５％

３８ 膀胱ろうカテーテルの交換 ２０％ ４４％ ４％ ２４％ ０％ ４３％ １９％ ５％

「特定行為を行う」「特定行為を行わない」の回答率が３０％を超える質問に対して，太字にしている。

安 原 由 子 他６４



表６．看護師が特定行為に係ることに対する病床別結果【病院長】

病床群
総病床数２０～１００床未満 総病床数１００床以上

割合％（分母は２５施設） 割合％（分母は１５施設）

質問
番号

項目
特定行
為を行
う

特定行
為を行
わない

わから
ない

該当し
ない

特定行
為を行
う

特定行
為を行
わない

わから
ない

該当し
ない

１ 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 ３９％ ３５％ １７％ ９％ ３３％ ２７％ ２７％ １３％

２ 人工呼吸器モードの設定条件の変更 ３９％ １３％ ９％ ３９％ ２７％ ２７％ １３％ ３３％

３ 人工呼吸管理下の鎮静管理 ３５％ １３％ １３％ ３９％ ２７％ ２７％ １３％ ３３％

４ 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 ２６％ ２６％ ９％ ３９％ １３％ ３３％ ２０％ ３３％

５ NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更 ３５％ １７％ ９％ ３９％ ２７％ ２７％ １３％ ３３％

６ 気管カニューレの交換 ４３％ ３０％ ４％ ２２％ ７％ ４７％ ２０％ ２７％

７ 直接動脈穿刺による採血 ３５％ ４３％ ４％ １７％ １３％ ４７％ ２０％ ２０％

８ 橈骨動脈ラインの確保 １３％ ４８％ １３％ ２６％ ０％ ５３％ １３％ ３３％

９ 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 ４％ ３０％ ４％ ６１％ ７％ ４０％ ７％ ４７％

１０ 「一時的ペースメーカーリード」の抜去 ４％ ３０％ ４％ ６１％ ０％ ３３％ １３％ ５３％

１１ PCPS（経皮的心肺補助）等補助循環の操作・管理 ０％ ３０％ ４％ ６５％ ０％ ３３％ １３％ ５３％

１２ 大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整 ０％ ３０％ ４％ ６５％ ０％ ３３％ １３％ ５３％

１３ 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の確保 ９％ ２６％ ４％ ６１％ ７％ ２７％ １３％ ５３％

１４ 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） ３５％ ２２％ ０％ ４３％ １３％ ３３％ ２０％ ３３％

１５ 胸腔ドレーン抜去 ２６％ ２６％ ４％ ４３％ ７％ ４０％ ２０％ ３３％

１６ 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 ２６％ ２２％ ９％ ４３％ ３３％ ２０％ ７％ ４０％

１７ 心嚢ドレーン抜去 ９％ ２６％ ９％ ５７％ ０％ ３３％ １３％ ５３％

１８ 創部ドレーン抜去 ３５％ ４３％ ０％ ２２％ ２０％ ２７％ ３３％ ２０％

１９ 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与，投与量の調整 ２２％ ３５％ ９％ ３５％ ２０％ ３３％ １３％ ３３％

２０ 褥瘡・慢性創傷における血流のない壊死組織の除去 ４８％ ３５％ １３％ ４％ ２７％ ２７％ ２７％ ２０％

２１ 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 ２２％ ３５％ １７％ ２６％ ２０％ １３％ ２０％ ４７％

２２ 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 ４８％ ３５％ ４％ １３％ ４７％ ２７％ ２０％ ７％

２３ 持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 ４３％ ３５％ ９％ １３％ ５３％ ２０％ ７％ ２０％

２４ 持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 ５２％ ３０％ ９％ ９％ ４０％ ２７％ ２７％ ７％

２５ 持続点滴投与中薬剤（K，Cl，Na）の病態に応じた調整 ４３％ ３９％ ４％ １３％ ２０％ ４０％ ２７％ １３％

２６ 持続点滴投与中薬剤（糖質輸液，電解質輸液）の病態に応じた調整 ４３％ ３５％ ９％ １３％ ３３％ ３３％ ２７％ ７％

２７ 病態に応じたインスリン投与量の調整 ４３％ ３０％ １３％ １３％ ４７％ ２７％ １３％ １３％

２８ 脱水の程度と判断と輸液による補正 ４３％ ３５％ １３％ ９％ ４０％ ２７％ ３３％ ０％

２９ 持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 ３９％ ３９％ １３％ ９％ ４７％ ２７％ ２７％ ０％

３０ 中心静脈カテーテルの抜去 ５２％ ３０％ ４％ １３％ ２７％ ４０％ １３％ ２０％

３１ PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 １７％ ３９％ ９％ ３５％ ７％ ３３％ １３％ ４０％

３２ 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 ５７％ ２２％ ４％ １３％ ４７％ ２７％ ２０％ ７％

３３ 臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 ５７％ ２２％ ９％ １３％ ５３％ ２７％ ２０％ ０％

３４ 臨時薬剤（抗不安薬）の投与 ５７％ ２２％ ９％ １３％ ５３％ ２７％ ２０％ ０％

３５ 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 ４８％ ３０％ １３％ ９％ ３３％ ４０％ ２７％ ０％

３６ 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施 ３０％ ３０％ ９％ ３０％ ２０％ ３３％ １３％ ３３％

３７ 胃ろう・腸ろうチューブ，胃ろうボタンの交換 ３０％ ４３％ ９％ １７％ ２７％ ２７％ ２７％ ２０％

３８ 膀胱ろうカテーテルの交換 ４３％ ３０％ ４％ ２２％ ２０％ ３３％ ２０％ ２７％

「特定行為を行う」「特定行為を行わない」の回答率が３０％を超える質問に対して，太字にしている。
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４）看護師が特定行為を行うことおよび指定研修制度に

ついての意見および要望

平成２７年１０月から開始される指定研修制度の内容や期

間・体制など国や県，大学に対する要望について回答し

た者は，看護管理者１６名，病院長７名であった。以下に

看護管理者と病院長にわけて原文の意味を損なわないよ

うに留意して要約した。なお，自由記載した半数は２０～

１００床未満の看護管理者，病院長であった。

（１）看護管理者

１．医師の不足時や不在時，災害時に看護師が特定

行為を行うことについて検討中。

２．医師との絶対的な信頼関係や患者及び家族に行

為を説明し理解を得ること，薬剤に関する知

識・器械を取り扱う技術を身に付けることが必

要。

３．身体所見や検査結果から看護師が判断して行う

ことになった場合，その行為の責任の所在や患

者，看護師を守ることができるのかという疑問

がある。これらが解消しない限り，特定行為実

施を認めることはできない。

４．特定看護師の資格要件を満たす看護師がおらず，

全てにおいて未定。認定看護師の資格もまだ十

分に取得できる状況下にもなく，段階を経て取

り組んでいきたい。厚労省の資格認定であるた

め，国家資格になることは多いにメリットとな

る。修士課程等の要件やあらゆる条件を内容も

ふまえて確認しながら進めていきたい。

５．一定期間の研修を受けたとしても，実施するに

はリスクが大きすぎる。特定行為を行った時の

責任の有無をはっきりさせておくことが必要。

施設によっては教育を受けている看護師もいる

と思うが，１０月から一律に実施するのは問題で

ある。看護師に大きなリスクをおわせてまで特

定行為を実施する理由が明らかではない。

６．緊急時，あるいは夜間，看護師が対応できる内

容，例えば，気管カニューレの交換や挿管チュー

ブの位置調節については対応できた方が良いと

思う。しかし，特定行為の中には，薬剤の投与

等，難しい内容が多々ある。看護師の責任の範

ちゅうを超えた内容もあり，事故が起こった場

合の責任について考えてしまう。

７．中小病院，地域の病院に必要性が高いと思われ

る看護師の特定行為の実施。しかし，看護師の

高度人材育成は，地域の病院勤務では困難であ

り特定行為の実施できる看護師は，中小病院で

勤務するようになるのかとの疑問がある。本当

に必要としている医療機関での実施ができるよ

うに運用して欲しい。

８．今後の特定行為の進行状況をうかがっている。

現在は特定行為を至急導入しなくてはいけない

状態ではない。認定および専門看護師の養成を

まず優先したい。

９．医師の確保ができているため，看護師が特定行

為を行わなくても問題なく業務が行えている。

看護師を守るためにも積極的にすすめたくない

特定行為が多くある。

１０．数年来，特定行為に係る看護師の状況が激変し

ている。現時点では正確な情報に基づいた，今

後を見据えた判断が困難であり，臨床現場に

とっては，混乱している。

１１．特定行為を看護師が行うことが可能となれば，

業務においても充実が見込まれると思われる特

定行為の実施は経験と技術に裏打ちされる必要

があり教育は難しいと感じる。

１２．精神科においては，医師の指示の下であれば精

神症状に関する特定看護は可と思う。

１３．看護師が医師の代行で特定行為を行うのではな

く，本来医師が行うべき医療行為は医師の育成

を行う方が急務である。看護行為ではない部分

で看護師間の格差をつけるようなことはやめて

ほしい。

１４．看護師が特定行為を行うことについては未だ考

えていない。

１５．今後しっかりと情報収集を行いながら，検討し

ていきたい。

（２）病院長

１．臨時投薬以外は行うことがないと思う。

２．医療行為を行ってくれるようになれば，とくに

僻地での医師不足解消の一助にはなる。そのた

めには国や県，大学が中心となり，しっかりし

た看護師への教育体制がつくられる必要がある。

まずは看護師不足を解消することが第一である。

３．基本的な考えとして，医師の指示のもとで手順

書に従って種々の特定行為を行うことが絶対条
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件と思う。

４．地方の小規模慢性期病院では，特に医師不足が

ひどいので，特定行為を行える看護師には期待

している。しかし，実際に指定研修制度を終了

した看護師が，確保できるのかを不安に感じる。

現在でも，優秀な看護師を公的病院が引き抜く

現実がある。有望な看護師を研修に出した後，

その看護師が公的基幹病院に引き抜かれるリス

クが心配。

５．現時点では（特定行為を）看護師に施行しても

らえればありがたいという意見のレベルである。

実際には特定行為を行うにあたってのハードル

は相当高い。

６．①法的整備：リスクの管理・責任の所在の明確

化②手順書の統一化，または認可制度の設置

③手順書による研修の統一化，研修所の確立，

資格制度④特定行為実施できる者への給与アッ

プ。

７．検討していない。

平成２７年１０月から開始される指定研修制度に関し

て，内容や期間・体制など国や県，大学に対する要

望についての自由記載をした者の内訳は，看護管理

者は７名，病院長は８名であった。自由記載した半

数は２０～１００床未満の看護管理者，病院長であった。

（１）看護管理者

１．取り扱う行為の知識，技術を確立するに当って

は６ヵ月程の期間が必要である。

２．できるだけ，仕事や生活の負担にならない研修

にしてほしい。この制度の対象者についての詳

細（経験年数，資格試験の有無等）や手順書の

作成について情報提供してほしい。

３．研修終了後も，長期に行わないような行為等に

対して，日進月歩の医療についていくためにス

キルアップ研修を行う体制についても同時に整

備してほしい。

４．地元で修得できる研修になれば良いと思う。内

容は現在の検討内容で良いと思うが，期間は

１２ヵ月くらいが適当。勤務しながら研修できる

環境が最善の希望。

５．徳島及び四国内で受けることが可能になれば，

可能性が広がり，看護師も無理なくワークライ

フバランスを保ちつつ，更なるキャリアパスと

なることが期待される。

６．在宅分野では特定行為の必要性・需要があると

思うので，大学で特定行為の研修を行ってほし

い。

７．正確な情報提供を希望する。例：文書通知に追

加して，説明会などの開催など。

（２）病院長

１．看護師が通える場所で指定研修が受けられると

ありがたい。

２．特に僻地では看護師数が不足しており，まずは

これを解消することが第一である。看護師の負

担がふえるばかりでは問題解決にはつながらず，

事故の原因となるだけである。まずは，医療ス

タッフを充分に充実させ，その上で，多様化，

細分化されることが必要。

３．医師が処置を行うことを指示した旨を必ずカル

テに記載しておく必要がある。

４．まず，高度医療を提供する医療機関から開始し，

次第にその範囲を広げていってほしい。研修の

スケジュール（夜間や休日の講習）の検討も必

要。看護師，医師の補助として，県・国は介護

士がインスリン投与の補助行為や，血糖測定の

補助行為，気管切開口からのかく痰吸引，経管

栄養チューブからの栄養投与等の行為や研修に

関して，緩和が望まれる。

５．公的基幹病院と中小規模の病院のローテーショ

ン勤務など人材不足への対策が必要。

６．医師不足，医師の労働過密，過重を改善させる

手立て（特に地域ごとの偏在も含め）に取り組

み，国内の医療を支えている中小病院の存続が

危ぶまれるような消費税増，診療報酬改定を見

直してほしい。特定臓器のみを短時間診るスタ

イルにならざるを得ない急性期病院と，在宅を

担う開業医の先生方の間をつなぎ，日々奮闘し

ている中小病院の存在価値を見直してほしい。

なお，看護師不足が根本にあるので特定行為の

研修に出せる人がいない。

７．医道審議会の内容・構成は変わるのか？国民の

コンセンサスが必要。

８．研修の開催場所や開催回数の設定の際は，受講

しやすい体制を作ってほしい。
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４．考 察

看護管理者，病院長とも同様に「特定行為を行う」の

回答が多かったのは，「３２：臨時薬剤（抗けいれん剤）

の投与」「３３：臨時薬剤（抗精神病薬）の投与」「３４：臨

時薬剤（抗不安薬）の投与」といった臨時薬剤の投与に

関する内容であった。病床規模別で比較した場合でも，

２０～１００床未満の看護管理者と病院長ともに「特定行為

を行う」と回答したのが多かったのは「３２：臨時薬剤

（抗けいれん剤）の投与」，「３３：臨時薬剤（抗精神病薬）

の投与」，「３４：臨時薬剤（抗不安薬）の投与」であった。

これらは小規模病院や医師の不足する夜間などの状況

を考え，医師により予め指示された看護行為の範疇と考

えられたと推察する。また，これらの業務は医師の指示

に基づいてすでに夜間など医師が不足する時間帯に薬物

を投与している実態があると思われ，医師，看護師共に

イメージしやすい行為と考えられた。

看護管理者，病院長とも共通して「特定行為を行わな

い」の回答が多かったのは「７：直接動脈穿刺による採

血」「８：橈骨動脈ラインの確保」と動脈穿刺に関する

項目であった。

看護管理者の３５％が「わからない」と回答したのは，

「持続点滴投与中薬剤（２２：降圧剤，２５：K，Cl，Na）

の病態に応じた調整」「３５：臨時薬剤（感染徴候時の薬

剤）の投与」であった。この内容は病院長においては

「特定行為を行う」と「特定行為を行わない」という回

答数が同じ程度の項目となっていた。

以上の行為について，向精神病薬の投与とは異なり，

血管内に薬剤を投与することに関しては，豊富な知識を

要し，その後の観察も慎重に行う必要があるため，必要

性は理解しているものの看護師が特定行為として実施す

ることに意見が分かれていると思われる。

「該当しない」については，「１０：一次的ペースメー

カーリード抜去」「１１：PCPS（経皮的心肺補助）等補助

循環の操作・管理」「１２：大動脈内バルーンパンピング

離脱のための補助頻度の調整」「１３：急性血液浄化に係

る透析・透析濾過装置の操作・管理」など，急性期病院

で行われる行為であった。

２０～１００床未満の看護管理者と病院長がともに「特定

行為を行わない」と多く回答したのは「７：直接動脈穿

刺による採血」「８：橈骨動脈ラインの確保」「３７：胃ろ

う・腸ろうチューブ，胃ろうボタンの交換」であった。

本調査の回答者の多くは２０～１００床未満の施設であり，

上記の項目は侵襲性が高く，現状の看護業務では，看護

師が行う行為ではなく医師が行う行為として認識されて

いると考えられた。

本調査対象者では，看護管理者は５４％，病院長は６１％

が２０～１００床未満の小規模病院で勤務している。全ての

病院が調査を行った医療行為を実施しているわけではな

く特定行為の範囲には病院の特性が関係していると考え

られた。そのため看護管理者は侵襲を伴う行為や大規模

病院でなければ該当しない項目は「特定行為を行わな

い」「該当しない」と回答する傾向であった。今後は特

定行為の教育内容を明確にし，教育により担保される看

護師の行為（技術的能力）を明らかにすることが重要で

あり，そのことにより今後の活動の場について，検討し

ていく必要があると思われる。

徳島県は山地が多く全面積のおよそ８割を占めてい

る５）。徳島県には１つの特定機能病院，７つの地域医療

支援病院があり，それ以外は小規模病院が周辺地域にみ

られる。急病時などに速やかに急性期治療を担う病院を

受診できない環境がある。

特定行為を行う看護師への期待の一つに地域に密接な

関わり６）に基づく医療の提供がある。医師の不足する地

域においては，十分な教育訓練を受けた看護師が，患者

の状態を正しく判断し，急性期医療につなげることで，

地域住民の医療サービスの向上につなげることに寄与で

きると考えられる。

次に，自由記載からは看護管理者，病院長とも中小病

院や地域の病院など医師が不足している場所，精神科に

おいてのみであれば必要であるという意見があった。そ

の際，医師の指示のもと行うことや十分な教育体制を整

える必要性が記載され，特定行為を行うための知識や技

術の習得とそのための制度の基盤作りが重要である。

看護管理者においては，事故が生じたときの看護師の

責任は誰が担うのか，看護師が不足している現状におい

て研修制度に看護職員を参加させることができるのかな

ど特定行為を積極的に勧めたくない，躊躇していると

いった意見もあった。特定行為の教育において養成した

人材が大規模病院へ流出することが危惧され，本当に必

要としている中小規模の病院や地域の病院で勤務するか

どうかといった心配もあった。

看護管理者，病院長とも特定行為ができる看護師養成

のための研修が地元で開催され，働きながら受講できる

ことへの要望があった。一方で，研修のために不在とな

る看護要員の補てんが難しいなど，中小規模の病院や僻
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地での看護師の人材不足が解消されていないことを挙げ，

看護師の負担が増えると医療事故の原因になることを危

惧する意見があった。

ま と め

本調査では特定行為３８項目に関して質問紙調査を行い，

徳島県内の看護管理者４６名，病院長３８名から回答を得た

看護管理者と病院長は共に，看護師が「特定行為を行

う」と多く回答したのは「臨時薬剤の投与（抗不安薬，

抗精神病薬，抗けいれん剤）」に関する質問であった。

これは病床規模別においても同様の結果であった。一方

で回答施設の５４％が２０～１００床未満の病院であることか

ら地域の特性として侵襲度の大きい医療処置は「該当し

ない」の回答が多かった。自由記載からは特定行為に関

しては，看護管理者と病院長の意見の一致，看護師の人

材確保，事故の際の対応，カリキュラムなどの育成への

課題があることが明らかとなった。

今後は在宅医療を行っている機関など徳島県の特性に

応じた特定行為の需要に関する調査を行うことで，より

必要な特定行為と教育内容が明確になると考えられた。
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SUMMARY

The purpose of this survey was to determine nurse administrators and hospital directors’ per-

spectives about nurses’ abilities in performing specific medical practices in hospitals in Tokushima

Prefecture. The nurse administrators and hospital directors of all hospitals（１１３ hospitals）in

Tokushima Prefecture were invited to respond to a survey questionnaire by mail posted during the

period between February and March of２０１５. Responses were received from４６nurse administra-

tors（response rate,４１％）and３８ hospital directors（response rate,３４％）. The obtained data

were analyzed using descriptive statistics and the narrative descriptions summarized. Majority

of responses from nurse administrators and hospital directors were accepting that nurses have

responsibilities for administering medicines such as tranquilizers, anti-anxiety and anticonvulsant

drugs. This result was not affected by the size of the hospital, in which fifty four percent（５４％）of

respondents were from hospitals with less than１００beds. In Japan, only hospitals with１００beds or

more may have procedures involving highly invasive treatments. Because of this, many of the

respondents answered“not applicable”to statements in the questionnaire which were related to

invasive treatments. Recruitment of nurses, strategies to cope with accidents and education cur-

riculum were important concerns of nurse administrators and hospital directors which remain to

be answered in future investigations.

Key words : nurses’ abilities in performing specific medical practices, Tokushima Prefecture, nurse

administrators, hospital directors
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